
都市計画法施行規則第 60 条証明添付図書 

（農家住宅、農業用倉庫、農業用施設） 

提出部数は正・副の２部です。 

1 □ 付近見取り図 

2 □ 
土地の登記簿謄本  
（申請者と土地所有者が異なる場合は土地所有者の同意書の添付。） 

3 □ 地籍図（公図）  

4 □ 敷地現況平面図  

5 □ 敷地現況断面図 

6 □ 造成計画平面図（造成工事がある場合） 

7 □ 造成計画断面図（造成工事がある場合） 

8 □ 造成面積求積図（造成工事がある場合） 

9 □ 敷地面積求積図 

10 □ 敷地計画平面図  

11 □ 敷地計画断面図  

12 □ 建物平面図（各階） 

13 □ 建物求積図（各階） 

14 □ 建物立面図 

15 □ 建物断面図 

16 □ 排水施設計画図（雨水・汚水とも。必要に応じて排水流域図及び流量計算書） 

17 □ 委任状（手続きを代行される場合） 

 

（2 枚目あり） 

 

 

 



農業用倉庫の場合 

18 □ 農業用倉庫を必要とする理由書 

19 □ 三田市農業委員会が発行する農業者証明書（交付日から 1 年以内のもの） 

20 □ 農業者証明書に記載された耕作地等を示す地図 

21 □ 既に所有している倉庫の位置図  

22 □ 既に所有している倉庫の平面図、立面図、断面図、求積図 

23 □ その他、証明者が証明書を交付するために必要とする資料 

   

農家住宅の場合 

18 □ 新たに住宅を必要とする（別の土地に建替える）理由書 

19 □ 三田市農業委員会が発行する農業者証明書（交付日から 1 年以内のもの） 

20 □ 申請者の同一世帯全員の住民票 

21 □ 新築しようとする農家住宅の入居予定者及び申請者との続柄を示す資料 

22 □ 申請者の現住宅の付近見取り図 

23 □ 
申請者の現住宅の所有要件（賃貸 or 持家）が分かる資料 

（持家の場合は、その処分方法についての報告書が必要） 

24 □ 申請者の現住宅の平面図（各階） 

25 □ その他、証明者が証明書を交付するために必要とする資料 

   

農業用施設 

18 □ 農業用施設を必要とする理由書 

19 □ 三田市農業委員会が発行する農業者証明書（交付日から 1 年以内のもの） 

20 □ 農業者証明書に記載された耕作地等を示す地図 

21 □ その他、証明者が証明書を交付するために必要とする資料 

   

 

※ 上記の他に都市計画法及び他法令の規定に適合していることを証する資料が必要と

なる場合があります。 


